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●予算決算常任委員会　委員
●医療保健子ども福祉病院常任委員会　委員
　(医療保健部、子ども・福祉部、病院事業庁の所管及びこれに関連すること)
●豊かで美しい三重の海づくり調査特別委員会　委員

1. 白木西町線歩道整備事業［野村］
2. 国道 306 号線歩道整備事業［長明寺町］
3. 国道 25 号線道路改築事業［加太板屋］
4. 桜川砂防事業［関町白木一色］
5. 奥南 2地区急傾斜地崩壊対策事業［菅内町］
6. 南崎 2地区急傾斜地崩壊対策事業［南崎町］
7. 保安林総合改良事業［加太市場字一ノ木戸］
　本数調整伐を実施し、保安林の機能回復を図ります。

8. 自然災害防止事業［加太神武字深切］
　既設治山施設の修繕を行います。
9.（みえ森と緑の県民税）災害緩衝林整備事業
9-1［加太板屋字休小場］
9-2［加太板屋字瀬戸ケ澤］
9-3［加太中在家字上ノ垣内］
9-4［白木町字北河内］
　渓流沿いの森林を伐採・搬出して、流木の発生を抑制します。
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令和７年度亀山地区新規事業箇所（令和６年度下半期新規を含む）Information

◇県政報告会
太田営農研修センター
平尾自治センター
久我公民館

能褒野町公民館
辺法寺営農組合集会所
安楽公民館
池山公民館

井田川地区北ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
椿世町公民館
原尾公民館
神向谷集会所
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令和7年度6月補正(その2より)

　事業目的 :  LPガスの高騰によって、生活等に影響が生じている一般消費者及び事業者等に対して、販売事業者を通じて
  高騰分の一部を支援する。
　支援対象 :  一般消費者・事業者等
　支援方法 :  ガス料金の値引きを行うLPガス販売事業者への補助 ※LPガス利用者自身による申請等の手続は不要です
　支援額 :  令和7年10月のLPガス料金1契約につき最大900円
　支援時期 :  令和7年11月検針分のLPガス料金の支払時に値引き(予定)

　LPガス料金の高騰に対する支援　6億 4,457 万 3,000 円

第 1期
値引期間 : 令和 5年 10 月～ 12 月
支援額 :1,000 円 / 月
　　( 最大 3,000 円 )

第 2 期
値引期間 : 令和 6年 1月～ 3月
支援額 :1,000 円 / 月
　　( 最大 3,000 円 )

第 3 期
値引期間 : 令和 7年 4月
支援額 :1,200 円 / 月

第 4期
値引期間 : 令和 7年 11 月 ( 予定 )
支援額 :900 円 / 月

三重県が管理する道路・河川・海岸・都市公園のボランティア活動をしていただく団体への助成制度三重県が管理する道路・河川・海岸・都市公園のボランティア活動をしていただく団体への助成制度Information

花苗、肥料、ゴミ袋、軍手等の物品の提供
  (300円/人 相当分、但し草刈り機を使う人
   は、600円/人 相当分)
PR看板の設置（年間3回以上の活動を実施
する希望団体）
※複数回数分をまとめて申請することも可能

道路・河川・海岸・都市公園美化ボランティ
ア活動助成(推進)事業

ふれあいの道事業

対象場所 県管理道路・河川・海岸・都市公園 除草計画区域内（道路）
※各建設事務所にお問い合わせください

対象団体 住民団体・ボランティア団体、家族、民間事
業者、学校等

10名以上の住民団体・ボランティア団体等

対象作業 草刈り、清掃、花植え等 草刈り、清掃、花植え、側溝清掃等

最低延長、面積 制限なし 延長500ｍ以上

（条件により250ｍ以上の場合あり）

活動回数等 回数制限なし 年3回以上、3年以上の継続

保険の有無 傷害・賠償責任保険有り（県で一括加入） 傷害・賠償責任保険有り（県で一括加入）

県からの支援 ゴミ袋、軍手のほか草刈機等の物品の提供
（初年度10万円、次年度3万円、以降は次年
度の翌年度から起算して3年目ごとに3万円
の限度額）
PR看板の設置

除草委託事業 フラワーオアシス推進事業

対象場所 除草計画区域内（道路、河川、都市公園）
※鈴鹿建設事務所にお問い合わせください

県管理河川の高水敷

対象団体 自治会・住民団体・ボランティア団体等 住民団体・ボランティア団体等

対象作業 草刈り 花木の植栽等

最低延長、面積 面積500㎡以上（道路は100㎡以上） 　制限なし

活動回数等 年1回（道路は年1回又は年2回） 回数制限なし

保険の有無 無し（委託料に保険料が含まれていますので、
各団体で加入いただきます）

無し

県からの支援 委託料の支払い 花木の苗、種子及び肥料の提供


